
感染症法上の医療措置協定に関する
年次報告（G-MIS利用）について

R7.7.16（水） 長崎県病院事務部局担当者説明会

長崎県地域保健推進課 感染症対策担当



感染症法上の医療措置協定締結状況
✓ 協定を締結いただきました医療機関におきましては、大変ありがとうございます。県ホーム
ぺージへ、県内の協定締結状況や協定の変更が必要な場合の手続方法なども掲載していますの
で、ご確認をお願いします。

✓ 協定未締結の医療機関におかれましては、新興感染症の発生に備え、ぜひ、貴院の役割に応じ
た協定の締結をお願いいたします。（適宜協定締結は可能です。地域保健推進課までお問合せ
ください。）

✓ 役割：病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者への医療の提供、後方支援、人材派遣
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対応時期 目標値 実績

確保可能
病床数

初期 ３３７ ３９５

初期以降 ６３３ ６２９

発熱外来
機関数

初期 ４９４ ４５０

初期以降 ５４９ ４９６

自宅療養
者(病院
のみ）

初期 55 58

初期以降 62 67

後方支援
（機関
数）

初期 124 109

初期以降 137 123

【参考】予防計画目標値と実績（R7.4.1）抜粋

【県HP】https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansenshou/iryousochikyoutei/



医療措置協定に関する報告の求め
【感染症法第36条の５】

• 協定締結医療機関は、都道府県から協定の実施状況等の報告の求めがあったときは、正当な理
由がある場合を除き、速やかに報告しなければならない。

• 報告すべき医療機関は、電磁的方法により当該報告を行わなければならない。（第１種協定指
定医療機関）

• 報告すべき医療機関は、電磁的方法により当該報告を行うよう努めなければならない。（第２
種協定指定医療機関）

【医療措置協定（第８条または第９条）】

• （協定の実施状況等の報告）乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係
る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該
事項を報告するものとする。この場合において、電磁的方法（G-MIS）により報告を行う
（よう努める）。

✓ 努力義務の場合も、可能な限りG-MISから回答（報告）をお願いします。

✓ G-MISは、次の感染症有事の際、コロナ禍と同様に日次調査・週次調査・個人防護具の緊急
配布要請 等に使用されるシステムで、病床見える化機能も継続維持されています。

✓ R7年度の年次報告の時期は、国から指示があり次第、登録いただいているメールアドレスあ
てお知らせ予定です。（R6年度は、R6.12頃～R7.2頃まで実施しました。）

報告の時期 頻 度 報告の内容

平 時 年１回 ※年次調査 協定締結医療機関の運営の状況等

有 事
（感染症発生・まん延時）

協定の内容により毎日又は週
１回 ※日次調査、週次調査

協定の措置の実施の状況等
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年次報告項目（研修・訓練の実施状況）

✓特に、「研修・訓練」の項目は、ご回答をお願いします。
✓予防計画の目標の１つに「研修又は訓練を、年１回以上、実施した・参加した
協定締結医療機関の割合が１０割であること。」と設定しています。

✓R6年度の、研修・訓練に関する目標未達成の要因のひとつとして、G-MISに
よる回答の際に２つの調査票に回答する必要があったものの、片方のみしか回
答しなかった医療機関が多かったことが挙げられます。

✓県が行う研修・訓練の情報についても、医療機関が参加可能なものについては、
適宜お知らせしていきます。
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【参考】予防計画目標値と実績（R7.4.1）抜粋



【参考】回答方法（R6年度実施分）

画面５

（画面５）
✓ 病院と診療所は①協定締結医療機関運営状況調査（病床確保/発熱外来/後方支援）
と②協定締結医療機関運営状況調査（自宅療養者等医療提供/人材派遣/個人防護具
備蓄）のどちらも回答（報告）する必要があります。①にしかない項目や②にしか
ない項目がありますので、例えば自宅療養者等への医療提供についての協定しか締
結していなくても、②だけでなく①の回答も必要です。

✓ 薬局と訪問看護事業所は、１つにまとめられていますので、②の回答のみです。

①

②

✓ まずは、①の該当年度（今回は2024年
度）の「病院_年次調査」をクリック
（画面6へ）

✓ 回答ステータスは、当初「未回答」となっていますが、回答が完了すると「未
回答」が消えるので、全ての回答が終わりましたら最後に「未回答」が消えて
いることを確認してください。

未回答
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【参考】回答方法（R6年度実施分）

画面７
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[H]その他

各機関が回答（選択肢）してください。
[H001]
✓「はい」または「いいえ」を選択してくださ
い。

✓外部の機関が行う研修又は訓練へ参加した場
合も、「はい」を選択してください。

✓この回答は、令和６年度中（R7.3末まで）に
参加又は実施する予定がある場合は、予定で
あっても、「はい」を選択してください。

✓長崎県の場合、協定第９条または第10条に記
載の「平時における準備」に該当します。

[H110]
✓ 特記事項は、[001]の実施または参加が予定の場合、実施又は参
加予定の時期を記載してください。
（例）令和７年２月中に実施予定

令和７年３月中に他機関が行う訓練に参加予定 等
（※令和６年度に既に実施済みである場合は、回答不要です。）

✓ 特記事項は、[002]で「はい」を選択し、長崎感染制御ネット
ワーク以外のネットワークの場合は、名称を入力（文字）してく
ださい。

（※長崎感染制御ネットワークである場合は、入力不要（回答不
要）です。）

[H002]
✓「はい」または「いいえ」を選択してくだ
さい。

✓「長崎感染制御ネットワーク」へ参加して
いる機関は、「はい」を選択してください。

✓【注意】「長崎感染制御ネットワーク」は
病院、診療所のみを対象としています。

✓その他、各機関がこの設問に該当するかど
うか迷う場合は、スライド５の②（国）へ
お問い合わせください。



【参考】G-MIS
✓ 全国の医療機関から、稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器
（人工呼吸器等）や医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に把握・支援する、
厚生労働省が運営するシステムです。医療機能情報提供制度や薬局機能情報提供制度のオンラ
イン報告に利用されています。

✓ コロナ禍は、G-MISを通じて医療機関から日次報告や週次報告等をいただくことで、個人防護
具の不足状況、発熱外来のひっ迫状況、入院可能な病床の把握等に利用されました。

✓ 令和６年12月より、「感染症関連調査」項目が追加・整理され、感染症法上の医療機関への調
査が実施されています。

追加
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